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告 示

島根県告示第792号

島根県個人情報保護条例第22条第１項の規定による個人情報（平成14年島根県告示第798号）の一部を次のように改正

し、平成25年12月３日から施行する。

平成25年12月３日

島根県知事 溝 口 善兵衛

表の技能労務職員採用選考試験の項を削り、同表の島根県職員（任期付職員）採用選考試験の項口頭により開示請求を

することができる場所の欄中「〃」を「総務部人事課」に改める。

島根県告示第793号

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第２条第７号の規定により、指定地方公共機関を次のと

おり指定したので、告示する。

平成25年12月３日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 指定した法人の名称

国立大学法人 島根大学（施設の名称：島根大学医学部附属病院）

２ 指定日

平成25年11月26日

島根県告示第794号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、同法による医療扶助を担当する機関を次のとおり指定した

ので、同法第55条の２第１号の規定により告示する。

平成25年12月３日

島根県知事 溝 口 善兵衛

医療機関の名称 所 在 地 指定年月日

みやけ眼科 松江市東津田町1113－１ 平成25年11月１日

にま調剤薬局 大田市仁摩町仁万860 平成25年10月15日

島根県告示第795号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のとお

り指定したので、同法第55条の２第１号の規定により告示する。

平成25年12月３日

島根県知事 溝 口 善兵衛

実施する事業 指定年月日
事 業 者 事 業 所

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

株式会社メディカ 鳥取県米子市安倍200 訪問看護 こころね訪問看護ス 松江市嫁島町11番５ 平成25年11

ル・ケア西日本 番地１ テーション嫁島町 号 月７日
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第2,552号 島 根 県 報 平成25年12月３日

株式会社メディカ 鳥取県米子市安倍200 介護予防訪問 こころね訪問看護ス 松江市嫁島町11番５ 平成25年11

ル・ケア西日本 番地１ 看護 テーション嫁島町 号 月７日

特定非営利活動法 浜田市弥栄町木都賀ロ 認知症対応型 グループホームふじ 浜田市弥栄町木都賀 平成25年３

人弥栄発生活リハ 291番地 共同生活介護 いさんち ロ291番地 月21日

ビリネット

特定非営利活動法 浜田市弥栄町木都賀ロ 介護予防認知 グループホームふじ 浜田市弥栄町木都賀 平成25年３

人弥栄発生活リハ 291番地 症対応型共同 いさんち ロ291番地 月21日

ビリネット 生活介護

有限会社もも薬局 出雲市大島町21－４ 居宅療養管理 もも薬局出雲インタ 出雲市神西沖町1455 平成25年11

指導 ー店 －９ 月７日

有限会社もも薬局 出雲市大島町21－４ 介護予防居宅 もも薬局出雲インタ 出雲市神西沖町1455 平成25年11

療養管理指導 ー店 －９ 月７日

株式会社集和 浜田市長沢町454番地 認知症対応型 デイサービス和乃家 浜田市真光町13番地 平成25年11

３ 通所介護 月１日

株式会社集和 浜田市長沢町454番地 介護予防認知 デイサービス和乃家 浜田市真光町13番地 平成25年11

３ 症対応型通所 月１日

介護

有限会社二本木建 江津市嘉久志町イ1812 通所介護 デイサービスセンタ 浜田市黒川町108番地 平成25年11

築 －２ ー絆 49 月11日

有限会社二本木建 江津市嘉久志町イ1812 介護予防通所 デイサービスセンタ 浜田市黒川町108番地 平成25年11

築 －２ 介護 ー絆 49 月11日

有限会社二本木建 江津市嘉久志町イ1812 訪問介護 ヘルパーステーショ 浜田市黒川町108番地 平成25年11

築 －２ ン絆 49 月11日

有限会社二本木建 江津市嘉久志町イ1812 介護予防訪問 ヘルパーステーショ 浜田市黒川町108番地 平成25年11

築 －２ 介護 ン絆 49 月11日

島根県告示第796号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関の事業の廃止の届出があった

ので、同法第55条の２第２号の規定により告示する。

平成25年12月３日

島根県知事 溝 口 善兵衛

医療機関の名称 所 在 地 廃止年月日

にま調剤薬局 大田市仁摩町仁万1523 平成25年10月15日

恩田歯科医院 松江市西川津町1069－15 平成25年10月31日

島根県告示第797号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指

定介護機関の事業の廃止の届出があったので、同法第55条の２第２号の規定により告示する。

平成25年12月３日

島根県知事 溝 口 善兵衛
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第2,552号 島 根 県 報 平成25年12月３日

廃止する事業 廃止年月日
事 業 者 事 業 所

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

特定非営利活動法 浜田市弥栄町木都賀ロ291 認知症対応型 グループホーム 浜田市弥栄町野坂92番地 平成25年３

人弥栄発生活リハ 番地 共同生活介護 ふじいさんち 月21日

ビリネット

恩田歯科医院 松江市西川津町1069－15 居宅療養管理 恩田歯科医院 松江市西川津町1069－15 平成25年10

指導 月31日

恩田歯科医院 松江市西川津町1069－15 介護予防居宅 恩田歯科医院 松江市西川津町1069－15 平成25年10

療養管理指導 月31日

島根県告示第798号

次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示す

る。

平成25年12月３日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 保安林予定森林の所在場所

浜田市旭町今市1177

２ 指定の目的

水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

⑴ 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。

⑵ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

島根県告示第799号

次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示

する。

平成25年12月３日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 解除予定保安林の所在場所

鹿足郡吉賀町柿木村白谷1325－４

２ 保安林として指定された目的

水源の涵養
かん

３ 解除の理由

指定理由の消滅

 
4



第2,552号 島 根 県 報 平成25年12月３日

島根県告示第800号

次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２第１項の規定により告示する。

平成25年12月３日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 保安林予定森林の所在場所

安来市広瀬町宇波2415

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

⑴ 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び安来市役所に備え置いて縦覧に供する。）

島根県告示第801号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定により

次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。

なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について

意見を有する者は、この告示の日から４月以内に、次の４に定めるところにより意見を述べることができる。

平成25年12月３日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 届出の概要

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

スーパーセンタートライアル出雲斐川店 出雲市斐川町直江5135－１外

⑵ 大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所

株式会社トライアルカンパニー 代表取締役 永田 久男 福岡県福岡市東区多の津一丁目12番２号

⑶ 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び代表者の氏名並びに住所

株式会社トライアルカンパニー 代表取締役 永田 久男 福岡県福岡市東区多の津一丁目12番２号

⑷ 大規模小売店舗の新設をする日

平成26年７月23日

⑸ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

4,076平方メートル

⑹ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の位置及び収容台数

建物北側 176台

イ 駐輪場の位置及び収容台数
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建物北側 48台

ウ 荷さばき施設の位置及び面積

建物外東側 169.7平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

建物内東側 50.08立方メートル

⑺ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

24時間

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

24時間

ウ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

敷地北側 ３か所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

24時間

２ 届出年月日

平成25年11月22日

３ 届出及び添付書類の縦覧場所

出雲市産業観光部商工労働課（島根県出雲市今市町70）

４ 意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

⑴ 意見書の提出先

松江市殿町１番地 島根県商工労働部中小企業課

⑵ 意見書に記載すべき事項

ア 氏名及び住所（団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地）

イ アの記載事項についての公表の意思の有無

ウ 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

エ 意見の内容

オ 意見を述べる理由

⑶ その他

意見書に記載する氏名は、自署によること。

島根県告示第802号

公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第22条第１項の規定により次のとおり公有水面埋立てを竣功認可したので、同

条第２項の規定により告示する。

平成25年12月３日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 竣功認可の年月日

平成25年11月22日

２ 竣功認可を受けた者

松江市殿町１番地

島根県 代表者 島根県知事 溝口 善兵衛
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３ 埋立区域の位置、区域及び面積

⑴ 位置

島根県隠岐郡西ノ島町大字美田字スワダ1711番12及び1711番13の地先公有水面

⑵ 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び①の地点と⑲の地点とを結ぶ平成14年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋0.45メート

ル）における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

①の地点 隠岐郡西ノ島町大字美田地内の四等三角点「大山」（北緯36度５分16秒39、東経133度２分28秒13）か

ら56度55分07秒、757.22メートルの地点

②の地点 ①の地点から346度05分11秒、1.19メートルの地点

③の地点 ②の地点から289度22分39秒、2.30メートルの地点

④の地点 ③の地点から306度27分44秒、3.82メートルの地点

⑤の地点 ④の地点から216度27分44秒、1.30メートルの地点

⑥の地点 ⑤の地点から306度27分44秒、66.17メートルの地点

⑦の地点 ⑥の地点から306度07分23秒、9.52メートルの地点

⑧の地点 ⑦の地点から312度46分21秒、19.03メートルの地点

⑨の地点 ⑧の地点から321度35分22秒、19.03メートルの地点

⑩の地点 ⑨の地点から332度01分01秒、25.97メートルの地点

⑪の地点 ⑩の地点から338度02分14秒、164.54メートルの地点

⑫の地点 ⑪の地点から342度42分25秒、7.13メートルの地点

⑬の地点 ⑫の地点から353度53分17秒、9.96メートルの地点

⑭の地点 ⑬の地点から５度21分37秒、7.54メートルの地点

⑮の地点 ⑭の地点から16度32分26秒、9.55メートルの地点

⑯の地点 ⑮の地点から22度48分10秒、49.70メートルの地点

⑰の地点 ⑯の地点から285度04分52秒、6.26メートルの地点

⑱の地点 ⑰の地点から15度05分16秒、2.22メートルの地点

⑲の地点 ⑱の地点から285度04分42秒、9.87メートルの地点

⑶ 面積

6,564.68平方メートル

４ 免許の年月日及び番号

平成15年８月12日 指令14港第４号の２

５ 縦覧場所

西ノ島町役場

公 告

平成25年度島根県各種功労者表彰を行ったので、島根県各種功労者表彰規程（昭和28年島根県告示第490号）第３条第

２項の規定により公告する。

平成25年12月３日

島根県知事 溝 口 善兵衛

氏名又は名称 功 績 の 要 旨

和田 亮介 多年県人会役員等を務め県の認知度向上に寄与した。
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久津名 勝敏 多年統計調査に携わりその質的向上に寄与した。

陶山 邦子 多年統計調査に携わりその質的向上に寄与した。

出雲救難所日御碕支所 多年水難防止と救済活動に取り組み救助技術の向上や人命救助に寄与した。

青山 眞一郎 多年町議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

尼 功次 多年市収入役を務め地方自治の伸展に寄与した。

影山 忠夫 多年村議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

草水 晴元 多年町収入役を務め地方自治の伸展に寄与した。

清水 隆志 多年市議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

竹谷 範雄 多年町助役を務め地方自治の伸展に寄与した。

田村 節美 多年市議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

福間 徳 多年町議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

藤井 貴久男 多年町議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

松森 豊 多年町議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

三上 節哉 多年村助役を務め地方自治の伸展に寄与した。

向 惇雄 多年市議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

山崎 一美 多年市議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

小川 マスエ 多年交通安全活動に取り組み交通安全意識の高揚に寄与した。

勝部 昭二 多年交通安全活動に取り組み交通安全意識の高揚に寄与した。

加藤 義久 多年交通安全活動に取り組み交通安全意識の高揚に寄与した。

竹原 和好 多年交通安全活動に取り組み交通安全意識の高揚に寄与した。

岩本 花子 多年母子寡婦福祉連合会の活動を通じ女性の地位の向上と社会参加の推進に寄与した。

末田 百合子 多年商工会女性部の活動を通じ女性の地位の向上と社会参加の推進に寄与した。

山﨑 晃 多年人権教育の実践に努め人権尊重意識の啓発に寄与した。

山本 幸夫 多年人権教育の実践に努め人権尊重意識の啓発に寄与した。

田中 義浩 多年創作活動に取り組み地域における文化芸術の振興に寄与した。

森山 正治 多年創作活動に取り組み地域における文化芸術の振興に寄与した。

伊藤 宏 多年環境省自然公園指導員等を務め地域における自然保護に寄与した。

横田山の会 多年自然観察会やキャンプ指導を通じ自然保護の推進に寄与した。

八戸川漁業協同組合 多年自然環境学習会や河川清掃を通じ環境保全の推進に寄与した。

津和野町食生活改善推進 多年行政と協力して地域住民の健康増進に努め地域保健の向上に寄与した。

協議会

工道 英男 多年医薬分業の推進に努め保健医療の向上に寄与した。

小松 明夫 多年放射線医療の推進に努め保健医療の向上に寄与した。

酒井 賢三 多年地域歯科医療の推進に努め保健医療の向上に寄与した

林 正巳 多年地域医療の推進に努め保健医療の向上に寄与した。

福原 昌子 多年看護師の養成と看護の質的向上に努め保健医療の向上に寄与した。

槇平 與司郎 多年地域歯科医療の推進に努め保健医療の向上に寄与した。

八杉 伸輔 多年地域医療の推進に努め保健医療の向上に寄与した。

小川 幹雄 多年障がい者の自立促進に努め障がい者福祉の向上に寄与した。

落合 慧 多年里親会の発展と里親の資質向上に努め子どもの健全育成と自立に寄与した。

落合 勝江

門脇 桂子 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

 
8



第2,552号 島 根 県 報 平成25年12月３日

緇川 聖文 多年保育の増進に努め児童福祉の向上に寄与した。

園山 大寛 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

高尾 森夫 多年障がい者の自立促進に努め障がい者福祉の向上に寄与した。

坪内 幹雄 多年保育の増進に努め児童福祉の向上に寄与した。

坪野 良子 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

西川 美高 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

西村 光弘 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

平野 光德 多年保育の増進に努め児童福祉の向上に寄与した。

横山 洋子 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

吉岡 右亘 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

吉田 哲明 多年保育の増進に努め児童福祉の向上に寄与した。

森橋 静秋 多年造林用苗木生産の振興と生産者の組織化に努め林業の振興に寄与した。

竹下 正幸 多年養鶏団体の運営と発展に努め養鶏業の振興に寄与した。

浅原 二二 多年鳥獣の保護と被害対策に努め鳥獣対策の向上に寄与した。

西尾 晶吉 多年土地改良の推進に努め農業の振興に寄与した。

植田 良二 多年商工業者の指導育成に努め地域経済の振興に寄与した。

中村 寿男 多年協同組合の運営と経営基盤の確立に努め地域経済の振興に寄与した。

中村 義英 多年商工業者の指導育成に努め地域経済の振興に寄与した。

藤井 三千勇 多年協同組合の運営と経営基盤の確立に努め地域経済の振興に寄与した。

森下 勝義 多年商工業者の指導育成に努め地域経済の振興に寄与した。

森山 信雄 多年協同組合の運営と経営基盤の確立に努め地域経済の振興に寄与した。

新井 清水 多年建設業の健全な発展に努め社会基盤の整備に寄与した。

清水 謙一 多年学校教育の充実と水産教育の推進に努め教育行政の伸展に寄与した。

曽田 伉 多年学校教育の充実と特別支援教育の推進に努め教育行政の伸展に寄与した。

高橋 和男 多年学校教育の充実と商業教育の推進に努め教育行政の伸展に寄与した。

西尾 克己 多年学校教育の充実と農林教育の推進に努め教育行政の伸展に寄与した。

廣澤 將城 多年学校教育の充実と商業教育の推進に努め教育行政の伸展に寄与した。

若槻 士郎 多年学校教育の充実と農林教育の推進に努め教育行政の伸展に寄与した。

芝尾 金男 多年窯芸指導に努め社会教育の推進に寄与した。

三島 汎 多年創作活動の指導と支援に努め社会教育の推進に寄与した。

渡部 和夫 多年湖面活動の指導と支援に努め社会教育の推進に寄与した。

佐藤 克朗 多年生徒の健康管理と保健衛生指導に努め学校保健の向上に寄与した。

西尾 崇 多年園児児童の健康管理と保健衛生指導に努め学校保健の向上に寄与した。

林 宏侑 多年スキーの普及に努め地域スポーツの振興に寄与した。

乾 隆明 多年文化財の調査や保護に努め文化財行政の伸展に寄与した。

杉原 清一 多年文化財の調査や保護に努め文化財行政の伸展に寄与した。

須佐大宮念仏踊り保存会 多年念仏踊りの継承活動に努め文化財の保護に寄与した。

齋藤 純一 多年青少年の健全育成に努め地域住民の防犯意識の高揚に寄与した。

高村 行延 多年青少年の健全育成に努め地域住民の防犯意識の高揚に寄与した。

波多野 祐康 多年青少年の健全育成に努め地域住民の防犯意識の高揚に寄与した。

藤原 眞章 多年青少年の健全育成に努め地域住民の防犯意識の高揚に寄与した。

大田市少年補導委員連絡 多年青少年の健全育成に努め地域住民の防犯意識の高揚に寄与した。
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会大田班会
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